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日野町告示第48号 

 令和３年第９回日野町議会定例会を次のとおり招集する。 

   令和３年８月30日 

日野町長 﨏 田 淳 一 

１．期 日  令和３年９月３日 

２．場 所  日野町議会議場 

─────────────────────────────── 

○開会日に応招した議員 

中 山 法 貴              梅 林 敏 彦 

山 形 克 彦              金 川 守 仁 

松 尾 信 孝              中 原 信 男 

安 達 幸 博              佐々木   求 

竹 永 明 文              小 谷 博 徳 

       ─────────────────────────────── 

○応招しなかった議員 

        な し 

       ─────────────────────────────── 
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──────────────────────────────────────────── 

第９回 日 野 町 議 会 定 例 会 会 議 録 （第１日） 

令和３年９月３日（金曜日） 

──────────────────────────────────────────── 

議事日程 

令和３年９月３日 午前10時開会 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 諸般の報告 

（１）議会関係の報告（議長） 

（２）一般行政報告（町長） 

（３）令和２年度日野町財政健全化判断比率について（町長） 

日程第４ 議案第55号 専決処分の承認を求めることについて（町長） 

日程第５ 議案第56号 建設工事請負変更契約の締結について（町長） 

日程第６ 議案第57号 日野町個人情報保護条例等の一部改正について（町長） 

日程第７ 議案第58号 過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正について

（町長） 

日程第８ 議案第59号 日野町過疎地域持続的発展計画の策定について（町長） 

日程第９ 議案第60号 令和３年度日野町一般会計補正予算（第７号）（町長） 

日程第10 議案第61号 令和３年度日野町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）（町長） 

日程第11 議案第62号 令和３年度日野町介護保険特別会計補正予算（第１号）（町長） 

日程第12 議案第63号 令和３年度日野町後期高齢者医療保険特別会計補正予算（第１号）

（町長） 

日程第13 議案第64号 令和３年度日野町簡易水道特別会計補正予算（第２号）（町長） 

日程第14 議案第65号 令和２年度日野町一般会計歳入歳出決算認定について（町長） 

日程第15 議案第66号 令和２年度日野町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について

（町長） 

日程第16 議案第67号 令和２年度日野町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について（町長） 

日程第17 議案第68号 令和２年度日野町後期高齢者医療保険特別会計歳入歳出決算認定について

（町長） 
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日程第18 議案第69号 令和２年度日野町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定について（町長） 

日程第19 議案第70号 令和２年度日野町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について（町

長） 

日程第20 議案第71号 令和２年度日野町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て（町長） 

       ─────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 諸般の報告 

（１）議会関係の報告（議長） 

（２）一般行政報告（町長） 

（３）令和２年度日野町財政健全化判断比率について（町長） 

日程第４ 議案第55号 専決処分の承認を求めることについて（町長） 

日程第５ 議案第56号 建設工事請負変更契約の締結について（町長） 

日程第６ 議案第57号 日野町個人情報保護条例等の一部改正について（町長） 

日程第７ 議案第58号 過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正について

（町長） 

日程第８ 議案第59号 日野町過疎地域持続的発展計画の策定について（町長） 

日程第９ 議案第60号 令和３年度日野町一般会計補正予算（第７号）（町長） 

日程第10 議案第61号 令和３年度日野町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）（町長） 

日程第11 議案第62号 令和３年度日野町介護保険特別会計補正予算（第１号）（町長） 

日程第12 議案第63号 令和３年度日野町後期高齢者医療保険特別会計補正予算（第１号）

（町長） 

日程第13 議案第64号 令和３年度日野町簡易水道特別会計補正予算（第２号）（町長） 

日程第14 議案第65号 令和２年度日野町一般会計歳入歳出決算認定について（町長） 

日程第15 議案第66号 令和２年度日野町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について

（町長） 

日程第16 議案第67号 令和２年度日野町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について（町長） 

日程第17 議案第68号 令和２年度日野町後期高齢者医療保険特別会計歳入歳出決算認定について
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（町長） 

日程第18 議案第69号 令和２年度日野町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定について（町長） 

日程第19 議案第70号 令和２年度日野町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について（町

長） 

日程第20 議案第71号 令和２年度日野町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て（町長） 

       ─────────────────────────────── 

出席議員（10名） 

１番 中 山 法 貴        ２番 梅 林 敏 彦 

３番 山 形 克 彦        ４番 金 川 守 仁 

５番 松 尾 信 孝        ６番 中 原 信 男 

７番 安 達 幸 博        ８番 佐々木   求 

９番 竹 永 明 文        10番 小 谷 博 徳 

       ─────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

       ─────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

       ─────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

局長 ────────── 伊 田 喜 浩  書記 ────────── 影 井 宣 之 

書記 ────────── 吉 原 尚 志 

       ─────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 ────────── 﨏 田 淳 一  副町長 ───────── 音 田   守 

総務課長 ──────── 渡 部 裕 之  住民課長兼会計管理者 ── 遠 藤 律 子 

企画政策課長 ────── 荒 木 憲 男  健康福祉課長 ────── 住 田 秀 樹 

産業振興課長補佐 ──── 入 澤 眞 人  建設水道課長 ────── 飛 田 朋 伸 

教育課長 ──────── 砂 流 誠 吾  代表監査委員 ────── 長谷部 正 人 

───────────────────────────────
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午前１０時００分開会 

○議長（小谷 博徳君） おはようございます。ただいまの出席議員数は１０人であり、定足数に

達していますので、これより令和３年第９回日野町議会定例会を開会いたします。 

 本日は、長谷部正人代表監査委員に説明員として出席していただいております。 

 本日の定例会は、マスク着用や換気を行うなど、新型コロナウイルス感染症対策を講じて進め

ます。 

 また、中海テレビのテレビカメラによる撮影及び例規の確認のため、出席議員のタブレット端

末機の使用を許可しております。 

 それでは、直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしました日程のとおりであります。 

─────────────・───・───────────── 

  日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（小谷 博徳君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員には、会議規則第１２５条の規定により、６番、中原信男議員、７

番、安達幸博議員の２名を指名いたします。 

─────────────・───・───────────── 

  日程第２ 会期の決定 

○議長（小谷 博徳君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。本定例会の会期は、議会運営委員会の答申のとおり、本日から９月２４日

までの２２日間にいたしたいと思います。これに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小谷 博徳君） 異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日から９月２４日

までの２２日間と決定いたしました。 

─────────────・───・───────────── 

  日程第３ 諸般の報告 

○議長（小谷 博徳君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

 本町の監査委員から、地方自治法第２３５条の２の規定による例月出納検査の結果について報

告がありました。別紙写しを配付し報告といたします。 

 次に、第８回臨時会以後の議会関係について報告いたします。 

 ８月１０日、西部広域行政管理組合議会全員協議会が開催され、議長が出席いたしました。 
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 ８月１２日、教育民生常任委員会を開催しております。 

 ８月２６日、日野町・江府町・日南町衛生施設組合議会定例会が開催され、関係議員が出席し

ました。 

 ８月２７日、日野病院組合議会定例会が開催され、議長ほか関係議員が出席いたしました。 

 ８月３０日、本定例会開催のため、議会運営委員会を開催しております。 

 ９月２日、社会福祉協議会評議員会が開催され、関係議員が出席しました。以上であります。 

 続いて、一般行政報告を﨏田町長が行います。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） 令和３年第８回議会臨時会以降の一般行政報告をいたします。 

 まず、８月２６日に、令和３年第２回日野町・江府町・日南町衛生施設組合議会定例会が招集

されましたので、その概要を御報告いたします。議案といたしましては、令和２年度の決算認定

１件、補正予算１件、監査委員の選任１件が提案され、原案のとおり認定、可決されました。令

和２年度の決算につきましては、歳入総額１億７，９８９万９，０００円、歳出総額１億６，５

２９万７，０００円で、決算の計数はいずれも符合しており、適正に処理されており、認定され

たところでございます。令和３年度補正予算（第１号）は、歳入歳出それぞれ７９６万２，００

０円を増額して、総額を１億９，７１０万１，０００円とするもので、歳出の主なものは清化園

の動力制御板施設の落雷被害に伴う修繕料に１４３万円、公務災害補償基金負担金２，０００円、

予備費６５３万円を追加するものであり、財源は繰越金６５３万２，０００円、建物共済金１４

３万円をもって充てるものでございます。 

 続いて、監査委員の選任につきましては提案があり、江府町議会議員の阿部朝親さんの選任が

同意されたところであります。 

 ８月２７日には、令和３年第３回日野病院組合議会定例会が招集されました。議案といたしま

しては、令和２年度日野病院組合事業会計等の決算の認定３件が提案され、原案のとおり認定さ

れたところでございます。 

 令和２年度日野病院組合各事業の決算についてでございますけれども、医業収益の増加等によ

り１億１，８４４万６，０００円の黒字となりました。これに伴い病院事業、在宅介護支援事業

及び診療所事業の累積剰余金は６億４，３２５万６，０００円となっております。また、現金の

増減であります単年度資金収支につきましても、７，２８０万７，０００円の増加となりました。

これは、入院患者１人１日当たりの診療単価が前年度と比べ１，８７０円増加したことにより、

入院収益が５，３８８万２，０００円増加になったことなどによるものでございます。日野病院
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は鳥取県から新型コロナウイルス感染症に係る入院協力病院の指定を受けているところでござい

ますが、鳥取県西部地域での感染拡大に伴い、鳥取県から病床確保要請を受け、７月２６日から

９月３０日までの間、専用病床として８床を確保し、患者の受入れ体制を整えられているところ

でございます。 

 次に、８月の大雨被害について御報告いたします。長く続いた秋雨前線の影響により、本町に

おいても１２日から１５日までの４日間、雨が降り続きました。いっときに降る雨の量は、そう

多くはなかったのですが、町内での最大連続雨量２９２ミリ、最大の１日当たりの積算雨量１７

２ミリという大雨により、板井原林道大井呑線への倒木被害、下菅地内本郷水路の石積の崩落、

小河内や下黒坂地内での農道路肩崩落、近江地内の斜面崩落などの被害が発生しております。本

定例会の補正予算にも復旧予算を計上させていただき、早急な復旧を図りたいと存じます。 

 最後に、新型コロナウイルスワクチン接種について、日野病院を会場に集団接種で実施してい

るところでございますが、接種対象者の８９．２％の方が１回目を、８５．２％の方が２回目の

接種を終了されております。集団接種については、補足日として追加した９月１７日をもって終

了となりますが、今後１２歳の誕生日を迎えられる方など、今後接種を希望される方の接種が可

能となるよう検討を始めているところでございます。以上でございます。 

○議長（小谷 博徳君） 続いて、令和２年度日野町財政健全化判断比率について報告を受けます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） 財政健全化判断比率について御報告申し上げます。お手元に配付いたし

ております令和２年度日野町財政健全化判断比率についてを御覧いただきたいと思います。この

報告は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定に基づき報告するもので

ございます。令和２年度の決算におきましても、実質公債費比率をはじめとする財政健全化判断

比率の４指標について、健全であることを示す値となりました。今後もこれらの財政指標に気を

配りながら、健全な事業計画、財政運営を進めてまいりたいと思います。 

 審査の内容につきましては総務課長から報告させますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（小谷 博徳君） 渡部総務課長。 

○総務課長（渡部 裕之君） それでは、令和２年度日野町財政健全化判断比率について報告をい

たします。お手元の令和２年度日野町財政健全化判断比率についての下段の表、財政健全化判断

比率の状況を御覧をいただきたいと思います。この表は、財政判断４指標について、早期健全化

基準と令和２年度決算における健全化判断比率を対比して表しているものでございます。４指標

のうち実質赤字比率、連結実質赤字比率につきましては、早期健全化基準、それぞれ１５％、２
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０％に対しまして、いずれもが実質収支が黒字となっておりますので、マイナスの表示、表示な

しということでしております。 

 次の実質公債費比率は、早期健全化基準である２５％、起債の許可基準である１８％をいずれ

も下回り、単年度で５．９５％、平成３０年度から令和２年度までの３か年平均で６％となりま

した。これは、昨年度の７．０％からさらに率を下げた値となっております。 

 次に、将来負担比率でございます。地方債残高や退職手当負担見込額などの将来負担額を基金

など充当可能財源が上回っており、判断比率としては表示なしとなってございます。 

 以上、４つの指標について、いずれもが健全な財政水準であることを示すものでございます。 

 説明は以上です。 

○議長（小谷 博徳君） 以上で諸般の報告を終わります。 

─────────────・───・───────────── 

  日程第４ 議案第５５号 から 日程第１３ 議案第６４号 

○議長（小谷 博徳君） 次の日程第４、議案第５５号、専決処分の承認を求めることについてか

ら、日程第１３、議案第６４号、令和３年度日野町簡易水道特別会計補正予算（第２号）までを

一括議題としたいと思います。 

 一括議題とすることに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小谷 博徳君） 異議がないようですので、一括議題として順次説明を求めます。 

 最初に、日程第４、議案第５５号、専決処分の承認を求めることについて、提出者の説明を求

めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第５５号、専決処分の承認を求めることに

ついて、御説明申し上げます。 

 これは、８月１２日から１５日までの間降り続いた秋雨前線による大雨により発生した林業用

施設及び農業用施設の災害復旧について、早急に対応しなければならない事案がございましたの

で、令和３年度日野町一般会計補正予算（第６号）として、地方自治法第１７９条第１項の規定

により、令和３年８月１９日付で専決処分をいたしました。このたび、同条第３項の規定により、

議会の承認を求めるものでございます。 

 議案書を御覧いただきたいと思います。３枚目、補正予算書に当たります１ページを御覧くだ

さい。この補正予算は歳入歳出それぞれ３０３万円を追加し、総額を３３億４，３４０万８，０
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００円とするものであります。補正額等は２ページ、第１表、歳入歳出予算補正を御覧いただき

たいと思います。３ページ、第２表、地方債補正では、災害復旧事業債を上限１８０万円として

新たに計上しております。 

 詳細につきましては、総務課長に説明させますので、御承認いただきますようよろしくお願い

申し上げます。 

○議長（小谷 博徳君） 渡部総務課長。 

○総務課長（渡部 裕之君） 議案第５５号、専決処分の承認をお願いいたします令和３年度日野

町一般会計補正予算（第６号）について御説明いたします。 

 予算書５ページの歳入歳出補正予算事項別明細書は御覧をいただきたいと思います。 

 ６ページ、歳入についてでございます。繰入金、基金繰入金は財政調整基金繰入金を１１０万

円、森林整備繰入金を１３万円、合わせて１２３万円の増額です。町債、災害復旧債は農業用施

設単独災害復旧事業債として１８０万円を計上しています。 

 次に、歳出について御説明をいたします。７ページを御覧ください。災害復旧費、林業用施設

災害復旧費は修繕料として１３万円を計上しております。これは秋雨前線による大雨の影響で板

井原地区林道大井呑線において倒木が発生し、これを撤去する費用です。農業用施設災害復旧費

は２９０万円の増額、これも秋雨前線の大雨による下菅地区の本郷水路石積崩落被害及び小河内

地内の農道路肩崩壊被害の災害査定に係る測量設計委託料を計上するものでございます。 

 以上が令和３年度一般会計補正予算（第６号）の内容でございます。 

○議長（小谷 博徳君） 次に、日程第５、議案第５６号、建設工事請負変更契約の締結について、

提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第５６号、建設工事請負変更契約の締結に

ついて説明いたします。議案書を御覧いただきたいと思います。 

 これは、日野町デジタル防災行政無線施設整備工事に係る工事請負契約について、契約変更の

必要が生じましたので、地方自治法第９６条第１項第５号及び日野町議会の議決に付すべき契約

及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるものでございま

す。 

 詳細につきましては、総務課長に説明させますので、御審議いただきますようよろしくお願い

いたします。 

○議長（小谷 博徳君） 渡部総務課長。 
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○総務課長（渡部 裕之君） 議案第５６号、建設工事請負変更契約の締結について御説明いたし

ます。議案書を御覧をいただきたいと思います。 

 これは、さきに議決をいただきました鳥取市西品治字田島前ノ二８１６番地１、株式会社中電

工鳥取統括支社支社長、田淵明彦を契約の相手方とする日野町デジタル防災行政無線施設整備工

事請負契約について、５７０万４，６００円を増額し、変更後の契約金額を２億６，８１５万１，

４００円に改める変更契約を行うものでございます。 

 変更の理由です。２ページの工事変更概要書、その変更理由を御覧をいただきたいと思います。

このたびの変更は、日野町デジタル防災行政無線施設整備工事の事業がほぼ確定いたしましたの

で、実績見込みに合わせ、契約額を変更するものです。変更となりますのは、１点目に戸別受信

機の取付け及び旧受信機の撤去について、実数量に基づき増減を行うもので、主に受信機及び屋

外アンテナの取付け戸数の減少により、２０４万１，６００円の減額。２点目に、戸別受信機と

屋外アンテナとを接続する同軸ケーブルの配線と撤去について、実数量に基づき増減を行うもの

で、１件当たりの配線延長が増加しており、取付けでの増額、撤去での減額、合わせて７８１万

５，５００円の増額です。３点目に、避雷針設置のためのボーリング工事について、実数量に基

づき減額を行うもので、１６１万９，２００円の減額。４点目に板井原再送信子局での避雷針工

事において発生した湧き水の排水処理工事１５４万９，９００円の増額。合計で５７０万４，６

００円の増額となるものでございます。 

 説明は以上でございます。 

○議長（小谷 博徳君） 次に、日程第６、議案第５７号、日野町個人情報保護条例等の一部改正

について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第５７号、日野町個人情報保護条例等の一

部改正について御説明申し上げます。 

 これは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部が改

正されたことに伴い、関係する条例に所要の改正を行うものでございます。 

 詳細につきましては、総務課長に説明させますので、御審議いただきますようよろしくお願い

申し上げます。 

○議長（小谷 博徳君） 渡部総務課長。 

○総務課長（渡部 裕之君） 議案第５７号、日野町個人情報保護条例等の一部改正について御説

明いたします。 
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 ２ページの条例の改正が必要な理由と概要を御覧ください。２の改正の内容でございます。第

１条では、日野町個人情報保護条例の一部改正を行います。１点目は、行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律、これを以下番号法と略称させていただきます。

この番号法に規定される情報提供ネットワークシステムの設置、管理の主体が総務大臣から内閣

総理大臣に変更されることに伴い、該当箇所の記載を改めるものです。２点目は、規定中引用す

る番号法の条項を改めるものです。 

 第２条では、日野町の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正を行います。これも、

規定中引用する番号法の条項を改めるものでございます。 

 第３条では、日野町手数料条例の一部改正を行います。これは、番号法の改正により、地方公

共団体情報システム機構が個人番号カードを発行するものとして明確化され、個人番号カードの

再発行に係る手数料の徴収事務については、同機構から町長に委託することとされたことから、

個人番号カードの再交付に係る手数料に関する規定を削除するものでございます。 

 これら条例改正の施行期日は公布の日とし、令和３年９月１日から適用するものでございます。 

 説明は以上です。 

○議長（小谷 博徳君） 次に、日程第７、議案第５８号、過疎地域における固定資産税の課税免

除に関する条例の一部改正について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第５８号、過疎地域における固定資産税の

課税免除に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。 

 これは、過疎地域自立促進特別措置法が令和３年３月３１日限りで失効し、新たに過疎地域の

持続的発展の支援に関する特別措置法が同年４月１日に施行されたことに伴い、関係する当該条

例に所要の改正を行うものでございます。 

 詳細につきましては、住民課長に説明をさせますので、御審議いただきますようよろしくお願

い申し上げます。 

○議長（小谷 博徳君） 遠藤住民課長。 

○住民課長兼会計管理者（遠藤 律子君） 議案第５８号、過疎地域における固定資産税の課税免

除に関する条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。議案書の２ページ、概要書を御覧

いただきたいと思います。 

 今回の条例改正は過疎地域自立促進特別措置法が失効し、新たに過疎地域の持続的発展の支援
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に関する特別措置法、令和３年法律第１９号、以下新法と申します、が施行されたことによるも

のでございます。改正内容は新法の制定により、過疎地域持続的発展市町村計画に記載された産

業振興促進区域内におきまして、同計画に振興すべき業種として定められた製造業、情報サービ

ス業、旅館業等の設備の取得等について、固定資産税の課税免除の対象とするものであります。

これは、議案書の３ページの条例改正で、公布の日から施行し、改正後の過疎地域における固定

資産税の課税免除に関する条例の規定は、令和３年４月１日から適用するものでございます。詳

細は概要書、議案書を御覧いただきたいと思います。 

 説明は以上でございます。 

○議長（小谷 博徳君） 次に、日程第８、議案第５９号、日野町過疎地域持続的発展計画の策定

について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第５９号、日野町過疎地域持続的発展計画

の策定について御説明申し上げます。 

 これは、過疎地域自立促進特別措置法が令和３年３月３１日限りで失効し、新たに過疎地域の

持続的発展の支援に関する特別措置法が同年４月１日に施行されたことに伴い、同法第８条第１

項の規定に基づき、令和３年度から令和７年度までの日野町過疎地域持続的発展計画を定めるこ

とについて、議会の議決を求めるものでございます。 

 詳細につきましては、企画政策課長に説明させますので、御審議いただきますようよろしくお

願いいたします。 

○議長（小谷 博徳君） 荒木企画政策課長。 

○企画政策課長（荒木 憲男君） 議案第５９号、日野町過疎地域持続的発展計画の策定について

御説明いたします。 

 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行に伴い、本町の過疎地域持続的発展計

画を策定するというものでございます。今回の特別措置法と従前の過疎法との違いでございます

が、一番大きな部分といたしましては、人口対策などの数値目標とその進捗状況の確認の仕組み

について記載することとされております。 

 計画書の１０ページを御覧ください。目標につきましては、日野町ではきらり日野町創生戦略

でも人口に関する目標を設定しております。今回の計画でもこの目標を踏襲し、移住者、５年間

で６０人、小学校入学者数１５人以上、地域や社会をよくするための自分なりの考えを持ってい

る生徒８０％以上、災害の死傷者数ゼロなどを目標とすることとしており、その進捗管理は日野
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町地方創生戦略会議にて行うこととしております。新規事業といたしましては、特別措置法第８

条で今回より計画に定める事項として、移住定住地域間交流の促進、人材育成、地域における情

報化、脱炭素化を加えております。計画期間は令和３年４月１日から、令和８年３月３１日まで

の従前の過疎計画と同じく５年間となっております。詳細は議案書を御覧いただきたいと思いま

す。 

 説明は以上でございます。 

○議長（小谷 博徳君） 次に、日程第９、議案第６０号、令和３年度日野町一般会計補正予算（第

７号）について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第６０号、令和３年度日野町一般会計補正

予算（第７号）について御説明申し上げます。議案書を御覧いただきたいと思います。 

 この補正予算は、歳入歳出それぞれ８億３，８８３万円を追加し、予算総額を４１億８，２２

３万８，０００円とするものでございます。補正額等は、２ページから４ページ、第１表、歳入

歳出予算補正を御覧いただきたいと思います。 

 次に、５ページ、第２表、債務負担行為を御覧ください。日野町立ひのっこ保育所調理業務委

託について、期間を令和４年度より令和６年度まで、限度額を４，４７７万８，０００円とする

ものでございます。 

 続いて、６ページ、第３表、地方債補正を御覧いただきたいと思います。過疎対策事業債の限

度額を３億３，３２０万円増額し４億９，５１０万円に、災害復旧事業債の限度額を１１０万円

増額し２９０万円に、臨時財政対策債の限度額を２，３４５万２，０００円減額し７，６５４万

８，０００円とし、合計の限度額を５億７，６１４万８，０００円とするものでございます。 

 このたびの補正予算では、歳出の主なものとしまして、令和５年度に開校予定の義務教育学校

建設事業のうち既設校舎の改修に係る工事管理委託料と工事請負費、合わせて３億１６２万円を

計上し、さらに８月の秋雨前線に伴う大雨などによる災害復旧の関係では、下菅地内の本郷水路

及び小河内地内農道の農業用施設災害復旧費１，３６０万円や近江地区の単県斜面崩壊復旧費３

７４万円などを計上しております。また、新型コロナウイルス感染症の長期化に伴い、売上げが

減少している飲食店、宿泊、観光業などを支援する町内飲食店等応援給付金事業では、対象店舗

数が当初の想定を超過したため４００万円を追加補正し、道路や橋梁の維持、修繕事業では、路

面性状調査や舗装修繕費に６４７万８，０００円、榎市の黒谷１号橋、金持の神明橋及び濁谷の

大町橋の橋梁修繕費に５，４１２万８，０００円を計上しております。そのほかには、行政情報
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システムのセキュリティー強靱化事業１，５００万円、文化センター舞台機構設備改修工事５９

０万円、おしどり観察小屋新築工事設計業務委託費１０１万２，０００円などを計上しておりま

す。 

 歳入の主なものとしましては、普通交付税額の確定により増額となった地方交付税２億９，４

０５万７，０００円、追加交付となった新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金４７

５万６，０００円、橋梁修繕に係る道路メンテナンス事業費補助金２，８２１万７，０００円、

町債は橋梁改良事業債、義務教育学校建設事業債、社会教育施設整備事業債など３億１，０８４

万８，０００円、前年度歳計剰余金繰越金１億８，９２０万円などを計上しております。 

 詳細につきましては、担当課長より説明させますので、御審議いただきますようよろしくお願

いいたします。 

○議長（小谷 博徳君） 渡部総務課長。 

○総務課長（渡部 裕之君） 議案第６０号、令和３年度日野町一般会計補正予算（第７号）につ

いて御説明いたします。 

 ７ページから８ページの歳入歳出補正予算事項別明細書は御覧をいただきたいと思います。 

 ９ページ、歳入について御説明いたします。町税、固定資産税は令和２年度から令和３年度へ

の徴収猶予を予定した固定資産税の一部について、令和２年度中に納付されたことから７２７万

９，０００円を減額するものです。地方特例交付金は令和３年度の額が確定したことにより３９

万９，０００円の減額、地方交付税は令和３年度の普通交付税の額が確定したことにより２億９，

４０５万７，０００円の増額です。分担金及び負担金、分担金、災害復旧費分担金は本郷水路災

害復旧工事に係る農業用施設災害復旧費分担金３５０万円の増額、負担金、民生費負担金は広域

入所保育費負担金１０６万７，０００円の増額、農林水産業費負担金は日野町再生事業負担金３

万７，０００円の増額です。 

 次に、１０ページにかけて国庫支出金、国庫負担金、民生費負担金は、障害者支援費負担金及

び特別障害者負担等給付費負担金の過年度の額の確定により４７万８，０００円の増額、国庫補

助金は合計３，３３７万９，０００円の増額で、総務費補助金は新型コロナウイルス感染症対応

地方創生臨時交付金追加交付として４７５万６，０００円、民生費補助金は子育て支援交付金と

して１６万１，０００円、衛生費補助金は感染症予防事業費等国庫補助金として２４万５，００

０円、土木費補助金は橋梁修繕事業に係る道路メンテナンス事業費補助金として２，８２１万７，

０００円を計上しています。 

 次に、県支出金、県負担金、民生費負担金は２３万１，０００円の増額で、障害者支援費負担
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金と過年度精算による鳥取県低所得者介護保険料軽減負担金、災害復旧費負担金は本郷水路及び

小河内地内の農道に係る農業用施設災害復旧負担金です。 

 続いて、県補助金は民生費補助金が６４万７，０００円の減額で、子ども・子育て支援交付金

の増額と産休等代替職員費補助金の減額です。 

 １１ページにかけて、農林水産業費補助金は５０万４，０００円の増額で、しっかり守る農林

基盤交付金、多面的機能支払交付金、農地を守る直接支払事業交付金などを計上するもの、土木

費補助金は近江地区斜面崩壊復旧工事に係る公共単県斜面崩壊復旧事業費補助金１７７万６，０

００円の増額です。寄附金、土木費寄附金は同じく近江地区斜面崩壊復旧工事に係る地元寄附金

１８万７，０００円。繰入金、基金繰入金は愛と元気の日野町ふるさと基金繰入金が５７万２，

０００円の増額、頑張る学生応援事業の財源とするものでございます。森林整備基金繰入金は１

２１万２，０００円の増額、林道の修繕、おしどり観察小屋新築工事設計業務委託の財源として

繰り入れるものです。諸収入、雑入は１２６万７，０００円の増額、消防団員等福祉共済、建物

災害共済金などを計上するものでございます。 

 次に、１２ページ、町債、総務債は臨時財政対策債２，３４５万２，０００円の減額です。土

木債は橋梁修繕事業の財源として２，５７０万円の増額、教育債は義務教育学校建設事業債とし

て３億１６０万円の増額と、文化センター舞台機構設備改修工事に伴う社会教育施設整備事業債

として５９０万円の増額、災害復旧債は小河内地内農道に係る農業用施設災害復旧事業債として

１１０万円の増額です。繰越金は前年度歳計剰余金繰越金１億８，９２０万円を計上いたしてお

ります。 

 次に、１３ページ、歳出について御説明をいたします。総務費、総務管理費、一般管理費は７

５５万円の増額、居住地の変更に伴う通勤手当、住居手当の減額、災害警戒態勢における宿日直

手当の増額と公共施設の適正管理のための個別施設計画策定支援業務委託料を計上しております。

財産管理費は１，１４２万３，０００円の増額、修繕料は山村開発センターエレベーター制御板

修繕料、工事請負費は役場庁舎に係るＬＥＤ照明取替え工事、自動火災報知設備更新工事、山村

開発センター防犯カメラ設置工事などです。企画費は１７８万５，０００円の増額、需用費は金

持テラスひの店内リニューアルのための修繕料など、委託料は関係人口創出事業委託料、備品購

入費は金持テラスひの店内リニューアルに伴う備品購入費です。情報処理費は１，５００万円の

増額、総合行政システムの情報セキュリティー強靱化システム更新業務委託料でございます。財

政調整基金費は３億６，９０７万４，０００円の増額です。前年度歳計剰余金繰越金や地方交付

税の増額などにより将来の起債償還の際の財源不足に備える減債基金積立金に１億円、公共施設
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等長寿命化基金積立金に２億６，９０７万４，０００円を計上しております。防災諸費は需用費

として５万円の増額、防災用土のう作製のための原材料費です。なお、財源内訳欄の国庫支出金

７５万６，０００円は既存予算の集会所特別支援事業の財源として、新型コロナウイルス感染症

対応臨時交付金を充当するものでございます。 

 次に、１４ページにかけて、徴税費、税務総務費は１８万３，０００円の増額、被扶養者の異

動による職員手当等の増額、賦課徴税費は公用車ドライブレコーダー取付けのための需用費３万

２，０００円の増額です。戸籍住民基本台帳費は２１９万５，０００円の増額、住民基本台帳戸

籍付票システムのアプリケーション適用作業等に係る業務委託料です。 

 次の民生費からは健康福祉課長が説明をいたします。 

○議長（小谷 博徳君） 住田健康福祉課長。 

○健康福祉課長（住田 秀樹君） 引き続き１４ページ、中段、民生費、社会福祉費、社会福祉総

務費は３９７万４，０００円の増額です。その内訳ですが、職員手当等は被扶養者の異動による

職員手当等６万円の減額、委託料は５７万２，０００円の増額で、日野町頑張る学生応援事業実

施のための特産品調達梱包作業などに係る委託、扶助費は９１万８，０００円の増額で重度の肢

体不自由及び音声言語機能障害がある方への意思伝達装置の購入費を助成するものです。償還金、

利子及び割引料は障害者総合支援事業等の前年度精算に伴う国庫及び県費の返還金で２５３万５，

０００円の増額、繰出金は介護保険特別会計への繰出金９，０００円を増額するものです。 

 １５ページにかけて、老人福祉費は４１万１，０００円の増額で、負担金、補助及び交付金は

いきいき百歳体操の新規実施地区が増加する予定のため、備品整備の補助金２地区分２０万円を

増額するものです。償還金、利子及び割引料はいきいき高齢者クラブ活動支援事業等の前年度精

算に伴う国庫及び県費の返還金で２１万１，０００円の増額です。社会福祉施設費は６万７，０

００円の増額です。需用費は公用車へのドライブレコーダーの取付け、役務費、使用料及び賃借

料、負担金、補助及び交付金は隣保館の中海テレビ加入及び受信に係る費用です。児童福祉費、

児童福祉総務費は７１万３，０００円の減額です。報酬、給料、職員手当等及び共済費は保育所

の会計年度任用職員をフルタイムからパートタイムに替えて雇用することによる増減と、病児・

病後児保育室の利用日数増に伴う人件費の増額です。需用費は保育所厨房検食用冷凍庫の修繕料、

委託料は病児・病後児保育保育室利用者増に伴う日野病院への委託料の増額。 

 １６ページ、備品購入費は病児・病後児保育室の給食配膳に係るワゴン、机及び空気清浄機の

購入費、償還金、利子及び割引料は子育て世帯臨時特例給付事業事務費の前年度精算に伴う国庫

返還金で５万６，０００円の増額です。児童保護費は財源振替です。児童措置費は１８３万２，
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０００円の増額で、児童手当交付金の前年度精算に伴う国庫及び県費の返還金、母子福祉費は５

２万１，０００円の増額で、児童入所施設措置費負担金等の前年度精算に係る国、県補助金等の

返還金です。 

 次に、生活保護費、生活保護総務費は７３５万１，０００円の増額で、需用費は公用車へのド

ライブレコーダーの取付け、償還金、利子及び割引料は生活保護事業費の前年度精算に伴う国庫

負担金の返還金です。衛生費、保健衛生費、保健衛生総務費は５８１万３，０００円増額するも

ので、簡易水道特別会計への繰出金です。予防費は２８万４，０００円の増額で、未熟児療育医

療費等国庫負担金の前年度精算に伴う国庫返還金です。また、当初予定しておりました予防接種

に係るシステム改修が国庫補助の対象となったため、２４万５，０００円を充当しております。 

 １７ページ上段、保健事業費は１２万円の増額で、健康増進事業費の前年度精算による県費返

還金です。 

 次の農林水産業費からは建設水道課長が説明いたします。 

○議長（小谷 博徳君） 飛田建設水道課長。 

○建設水道課長（飛田 朋伸君） 次に、農林水産業費、農業費、農業総務費は２１万８，０００

円の増額、職員の住所変更に伴い職員手当等の増額です。農業振興費は１５４万７，０００円の

増額、共済費は会計年度任用職員分の社会保険掛金、報償費、使用料及び賃借料、補助金は農林

振興公社受入れ予定の地域起こし協力隊員１名の経費、交付金は中山間地等直接支払い事業２．

１ヘクタール及び多面的機能支払い事業７．１ヘクタールの協定面積増によるものです。畜産業

費は１０９万９，０００円の増額、和牛繁殖農家の将来の担い手として地域起こし協力隊１名の

報償費、使用料及び賃借料、補助金を計上するもの。農地費は４０万円の増額、９月の秋雨前線

豪雨による農道下黒坂１号線災害をしっかり守る農林基盤交付金をもって路肩崩壊等Ｌイコール

７メートルを復旧するものです。１８ページにかけて、山村振興費は１８２万５，０００円の増

額、老朽化によるリバーサイドひの浄化槽曝気ブロアボックス１台を交換するものです。 

 次に、林業費、林業振興費は今後の台風等の影響による林道の倒木等の被害も予想されますの

で、処理費用等として修繕料２０万円を増額するものです。商工費、商工総務費は４００万円の

増額、新型コロナウイルス感染症の長期化に伴い対象店舗が増える見込みであり、町内飲食店等

応援給付金２０事業者分の補助金を追加するものです。 

 続いて、観光費は１５０万円の増額です。金持テラスひのの多目的ホールにおいて、日野町プ

ラレール展の開催に伴う報償金及び利用費、オリジナルしいたんを作ろうキャンペーンに伴う記

念品手数料、通信運搬費、作成委託料を計上しております。修繕料は公用車へドライブレコーダ
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ー取付け費用、測量設計委託料はおしどり観察小屋新築工事設計業務委託、備品購入は経年劣化

によるにぎわいづくりコーディネーター活動用プリンター購入であります。 

 １９ページ上段を御覧ください。土木費、土木管理費、土木総務費は４６４万３，０００円の

増額です。工事請負費は中菅地区単県斜面崩壊復旧事業工事請負費として３７４万円の増、補助

金は地域集会所等バリアフリー助成事業補助金として９０万３，０００円を増額するものです。

道路橋梁費、道路維持費は６４７万８，０００円の増額です。消耗品は通行止め看板等購入費と

して１２万５，０００円、委託料は町道の路面性状調査委託料として２８４万９，０００円、工

事請負費は町道久住線側溝整備工事、安原橋、黒坂中央橋の舗装修繕工事、カーブミラー、ガー

ドパイプの設置工事費として３５０万４，０００円であります。橋梁維持費は５，４１２万８，

０００円の増額、工事請負費は金持の神明橋、榎市の黒谷１号橋、濁谷の大町橋などの修繕工事

を行うものです。住宅費、住宅管理費は９０２万円の増額であります。工事請負費は改良住宅の

解体工事費です。 

 ２０ページにかけて、消防費、非常備消防費は１４９万９，０００円の増額、需用費は消防用

無線施設修繕料として黒坂支所空中線ワイヤー取替え、防災センター直流電源装置交換、携帯無

線機バッテリー交換などの経費を、交付金として消防団員の遺族援護金などを計上しています。 

 次の教育費からは教育課長が説明いたします。 

○議長（小谷 博徳君） 砂流教育課長。 

○教育課長（砂流 誠吾君） 教育費、教育総務費、事務局費は３億１８７万４，０００円の増額

です。共済費は１年目の学校司書を中途採用したことによる増額、報償費はシンポジウム講師へ

の謝礼、委託料及び工事請負費は義務教育学校既設校舎改修工事に係る管理委託料及び工事費で

す。小学校費、学校管理費は需用費１００万８，０００円の増額です。これは、両小学校のＡＥ

Ｄパッド購入に係る消耗品費と黒坂小学校高圧気中開閉器及びケーブルの取替えに係る修繕料で

す。教育振興費は備品購入費７万７，０００円の増額です。これは、黒坂小学校の低学年用跳び

箱を購入するものです。中学校費、学校管理費は、需用費５０万６，０００円の増額です。これ

は中学校の受水槽配管及び低位水弁の修繕料です。教育振興費は備品購入費６，０００円の増額

です。これは中学校のアイロンを購入するものです。 

 続いて、２１ページ、社会教育費、社会教育総務費は需用費３万２，０００円の増額です。こ

れは公用車へのドライブレコーダー取付けに係る費用です。文化財保護費は負担金、補助及び交

付金９万１，０００円の増額です。これは県指定天然記念物根雨神社社叢の支障樹木撤去作業に

係る補助金です。文化センター費は工事請負費５９０万円の増額です。これは文化センター舞台
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機構設備改修に係る工事費です。図書館費は１４０万２，０００円の増額です。報酬、職員手当

等共済費及び旅費は会計年度任用職員の人件費、需用費は公用車へのドライブレコーダー取付け

に係る費用です。保健体育費、学校給食費は需用費８２万５，０００円の増額です。これは給食

センターの冷凍庫更新に係る修繕料です。 

 続いて、２２ページ、災害復旧費、農林水産業施設災害復旧費、農業用施設災害復旧費は１，

３６０万円の増額です。８月１３日から１４日の秋雨前線豪雨により被災した本郷水路の水路石

積護岸、延長２０メートル及び路肩のり面崩壊が発生した小河内ほ場整備内農道、延長１２メー

トルの災害復旧工事請負費を計上するものです。 

 以上が令和３年度日野町一般会計補正予算（第７号）の提案説明でございます。 

○議長（小谷 博徳君） 次に、日程第１０、議案第６１号、令和３年度日野町国民健康保険特別

会計補正予算（第１号）について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第６１号、令和３年度日野町国民健康保険

特別会計補正予算（第１号）について御説明申し上げます。議案書を御覧いただきたいと存じま

す。 

 この補正予算は、歳入歳出それぞれ２５１万８，０００円を追加し、予算総額を４億３９２万

１，０００円とするものでございます。補正額等は、２ページ第１表、歳入歳出予算補正を御覧

いただきたいと思います。 

 補正予算の内容は、前年度歳計剰余金繰越金６８５万１，０００円が生じましたので、当初予

算において財政調整基金から繰り入れることとしていた金額４３３万３，０００円を減額し、差

し引いた２５１万８，０００円を財政調整基金積立金に計上するものでございます。御審議いた

だきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（小谷 博徳君） 次に、日程第１１、議案第６２号、令和３年度日野町介護保険特別会計

補正予算（第１号）について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第６２号、令和３年度日野町介護保険特別

会計補正予算（第１号）について御説明申し上げます。議案書を御覧ください。 

 この補正予算は、歳入歳出それぞれ２，７３５万４，０００円を追加し、予算総額を６億５，

５７６万６，０００円とするものでございます。補正額等は、２ページ第１表、歳入歳出予算補

正を御覧いただきたいと思います。 
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 詳細につきましては、健康福祉課長に説明をさせますので、御審議いただきますようよろしく

お願い申し上げます。 

○議長（小谷 博徳君） 住田健康福祉課長。 

○健康福祉課長（住田 秀樹君） 議案第６２号、令和３年度日野町介護保険特別会計補正予算（第

１号）について御説明いたします。 

 議案書の３ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書は御覧いただきたいと思います。 

 ４ページ、歳入です。県支出金、県負担金、介護給付費負担金は前年度精算により１７万２，

０００円の追加交付を計上、繰入金、一般会計繰入金、低所得者保険料軽減負担金繰入金につい

ても前年度精算により９，０００円追加計上するものです。繰入金、基金繰入金、介護給付費準

備基金繰入金は前年度歳計剰余金繰越金の計上に伴い、介護給付費準備基金繰入金５７４万７，

０００円を減額、繰越金は前年度歳計剰余金繰越金として３，２９２万円を計上するものです。 

 続きまして、５ページ、歳出です。保険給付費、施設介護サービス給付費は前年度精算による

介護給付費負担金の追加交付及び介護給付費準備基金繰入金の減額に係る財源振替です。地域支

援事業費、包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費は公用車へのドライブレコーダーの取付

け費用の計上及び実績見込みによる消耗品費の減額です。諸支出金、償還金は１，５６０万５，

０００円の増額で、前年度事業の精算に伴う国、県支払い基金への返還金の計上です。基金積立

金は介護給付費準備基金積立金１，１７４万９，０００円を計上するものです。 

 説明は以上です。 

○議長（小谷 博徳君） 次に、日程第１２、議案第６３号、令和３年度日野町後期高齢者医療保

険特別会計補正予算（第１号）について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第６３号、令和３年度日野町後期高齢者医

療保険特別会計補正予算（第１号）について御説明申し上げます。議案書を御覧ください。 

 この補正予算は、歳入歳出それぞれ２１万１，０００円を追加し、予算総額を５，５７６万１，

０００円とするものでございます。補正額等は、２ページ第１表、歳入歳出予算補正を御覧いた

だきたいと思います。 

 補正予算の内容は、前年度歳計剰余金繰越金２１万１，０００円が生じましたので、この金額

を後期高齢者医療広域連合納付金として計上するものでございます。御審議いただきますようよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（小谷 博徳君） 次に、日程第１３、議案第６４号、令和３年度日野町簡易水道特別会計
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補正予算（第２号）について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第６４号、令和３年度日野町簡易水道特別

会計補正予算（第２号）につきまして、御説明申し上げます。議案書を御覧ください。 

 この補正予算は、歳入歳出それぞれ５１５万円を追加し、予算総額を９，２６４万円とするも

のでございます。補正額等は、２ページ第１表、歳入歳出予算補正を御覧いただきたいと思いま

す。 

 詳細につきましては、建設水道課長から説明をさせますので、御審議いただきますようよろし

くお願いいたします。 

○議長（小谷 博徳君） 飛田建設水道課長。 

○建設水道課長（飛田 朋伸君） それでは、令和３年度日野町簡易水道特別会計補正予算（第２

号）について御説明いたします。 

 議案書の３ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書は御覧ください。 

 続きまして、４ページ、歳入です。繰入金、一般会計繰入金は５８１万３，０００円を増額す

るものです。諸収入、雑入は消費税及び地方消費税還付金を６６万３，０００円減額するもので

す。 

 続きまして、歳出です。総務費、管理費、総務管理費は３５２万４，０００円の増額です。職

員手当等は職員の居住地の移動等に伴い、合わせて２３万円を減額するものです。公課費は３７

５万４，０００円の増額です。根雨地区の雨水排水路設置工事に伴う水道工事が繰越しとなった

ため、消費税の納付が必要となり、当初の見込みより納付税額が増額となり補正するものです。

総務費、給水管理費、一般管理費は１６２万６，０００円の増額です。役務費は黒坂地区簡易水

道施設取水井戸内部の取水口スクリーンの洗浄を行うもの、備品購入費はポータブル濁度計測器

を購入するものです。 

 説明は以上です。 

○議長（小谷 博徳君） お諮りをいたします。議案第５５号から議案第６４号までの提案説明が

終わりましたが、質疑、討論、採決は後日に行うこととし留保いたしたいと思います。これに異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小谷 博徳君） 異議なしと認めます。よって、議案第５５号から議案第６４号までの質

疑、討論、採決は留保することに決定をいたしました。 
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─────────────・───・───────────── 

  日程第１４ 議案第６５号 から 日程第２０ 議案第７１号 

○議長（小谷 博徳君） 次に、日程第１４、議案第６５号、令和２年度日野町一般会計歳入歳出

決算認定についてから、日程第２０、議案第７１号、令和２年度日野町農業集落排水事業特別会

計歳入歳出決算認定についてまでを一括議題といたしたいと思います。 

 一括議題とすることに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小谷 博徳君） 異議がないようですので、一括議題とし、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第６５号、令和２年度日野町一般会計歳入

歳出決算認定につきまして御説明申し上げます。議案書を御覧いただきたいと思います。 

 これは、地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和２年度日野町一般会計の歳入歳出決

算について、別冊のとおり監査委員の審査を受けたので、その意見を付して本議会の認定に付す

るものでございます。以下同様に、議案第６６号、令和２年度日野町国民健康保険特別会計歳入

歳出決算認定について、議案第６７号、令和２年度日野町介護保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて、議案第６８号、令和２年度日野町後期高齢者医療保険特別会計歳入歳出決算認定につい

て、議案第６９号、令和２年度日野町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定について、議案第７０

号、令和２年度日野町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、議案第７１号、令和

２年度日野町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について、地方自治法第２３３条第３

項の規定により、本議会の認定に付するものでございます。 

 なお、決算の概要等につきましては、会計管理者に説明させますので、認定いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

○議長（小谷 博徳君） 遠藤会計管理者。 

○住民課長兼会計管理者（遠藤 律子君） それでは、議案第６５号から議案第７１号までの７会

計の令和２年度決算の状況について御説明いたします。 

 ７会計の決算概要を一枚の表、令和２年度日野町歳入歳出決算状況にまとめておりますので、

それにより説明させていただきます。表を御覧ください。 

 最初に一般会計です。 

 歳入について、御説明いたします。収入済額は、４１億６，６８８万３４０円で、調定額と比

較した収納率は９７．７２％、対前年０．１％の増です。収入額のうち約８２％は地方交付税を
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はじめとする依存財源が占め、町税などの自主財源は全体の約１８％、対前年６％減となってお

ります。収入未済額ですが、９，７３９万７，６１６円で、前年度より９２４万９，４９７円の

増額です。お手元の資料にはありませんけれども、主な未済額の内訳は、町税は固定資産税が２，

７２６万４，２４９円、前年度より１，３０３万８，７８０円の増額ですけれども、これには新

型コロナウイルス感染症等に係る町税の徴収猶予の特例分１，４５５万円が含まれております。

次に、使用料は、住宅使用料が３０６万４，３１３円、前年度より８万５，２９０円の減額とな

っております。また、諸収入の貸付金元利収入は６，５２５万８，７８３円、前年度より４９５

万４，１８３円の減額となっております。 

 続いて、歳出について御説明いたします。支出済額は３９億５，２３１万８，４６６円、翌年

度繰越額は５億８，８０１万７，０００円で、予算に対する執行率は９５．３３％です。主な支

出としましては、特別定額給付金事業、庁舎非常用発電機設備等更新事業、地籍調査事業、地域

応援商品券事業、日野病院組合負担金、西部広域・三町衛生施設組合負担金、起債約定償還など

が上げられます。翌年度に繰り越す事業は、防災行政無線デジタル化事業、伝染病予防事業、林

業再生事業、根雨地区浸水対策事業でございます。 

 歳入総額４１億６，６８８万３４０円から歳出総額３９億５，２３１万８，４６６円を引いた

差引き額は、２億１，４５６万１，８７４円です。翌年度へ繰り越しすべき財源が２，５３６万

１，０００円ですので、実質収支額は１億８，９２０万８７４円となっております。 

 続いて、国民健康保険特別会計について御説明いたします。 

 歳入ですが、調定額が３億５，３４１万１，８１７円、収入済額は３億３，１９２万８，６３

４円で、収納率は９３．９２％、対前年０．７％の減少です。収入未済額は２，１４８万３，１

８３円で、昨年より１０４万６，７２０円の減額となっております。歳出は、予算現額４億１，

７４３万２，０００円に対し、給付費など支出済額合計は３億２，５０７万７，９４２円で、予

算に対する執行率は７７．８８％です。歳入歳出差引き残額は６８５万６９２円となりました。

翌年度へ繰り越すべき財源はありませんので、実質収支額も同額でございます。 

 次に、介護保険特別会計についてでございます。 

 歳入ですけれども、調定額６億６，０１９万５，１４５円、収入済額も同額で収納率は１００％、

保険料の収入未済額はありません。歳出ですが、予算現額７億１，４２０万円に対し、給付費な

ど支出済額６億２，７２７万４，７３４円で、予算執行率は８７．８３％となっております。歳

入歳出差引き残額は、３，２９２万４１１円となっております。翌年度へ繰り越すべき財源はご

ざいませんので、実質収支額も同額でございます。 



－24－ 

 続いて、後期高齢者医療保険特別会計についてでございます。 

 歳入ですが、調定額５，３６５万８４４円に対し、収入済額も同額で、収納率は１００％、保

険料の収入未済額はございません。歳出ですが、予算現額５，６５７万７，０００円に対し、広

域連合納付金など支出済額５，３４３万９，９４４円で、予算執行率は９４．４６％です。歳入

歳出差引き残額は、２１万９００円となっています。翌年度へ繰り越すべき財源はございません

ので、実質収支額も同額でございます。 

 続いて、簡易水道特別会計についてでございます。 

 歳入ですが、調定額７，７３９万６，６５１円に対し、収入済額７，７００万４，８３１円、

給水料の収入未済額は３９万１，８２０円、収納率は９９．４９％で、昨年より８万１，８６０

円の増額となっております。歳出ですが、予算現額１億１，８６９万３，０００円に対し、公債

費、施設維持管理改良費などの支出済額は７，７００万４，８３１円、翌年度繰越額は３，９８

６万７，０００円で、予算執行率は９７．６９％です。翌年度に繰り越す事業は給水一般管理事

業根雨地区雨水排水路設置関連工事費及び設計業務委託料でございます。歳入不足額は一般会計

から繰り入れしておりますので、歳入歳出総額とも７，７００万４，８３１円と同額で、実質収

支はゼロ円です。 

 次に、公共下水道事業特別会計についてでございます。 

 歳入ですが、調定額２億３，６４６万５，６５１円に対し、収入済額２億３，６３３万７，４

６１円で、収納率は９９．９５％です。使用料の収入未済額は１２万８，１９０円で、昨年より

３万５，２５０円の増額となっております。歳出ですが、予算現額２億５，７６８万円に対し、

公債費、維持管理費、施設改築工事などの支出済額は２億３，６３３万７，４６１円、翌年度繰

越額は１，０２３万９，０００円で、予算執行率は９５．５１％です。歳入不足額は一般会計か

ら繰り入れしておりますので、歳入歳出総額とも２億３，６３３万７，４６１円と同額で、実質

収支はゼロ円です。 

 最後に、農業集落排水事業特別会計についてでございます。 

 歳入ですが、調定額３，８９９万９，２８６円に対し、収入済額３，８９４万６円で、収納率

は９９．８５％となっております。使用料の収入未済額は５万９，２８０円で、昨年より２万４，

７６０円の増額となっております。歳出ですが、予算現額３，９３５万９，０００円に対し、公

債費、維持管理費などの支出済額は３，８９４万６円で、予算執行率は９８．９４％です。歳入

不足額は一般会計から繰り入れしておりますので、歳入歳出総額とも３，８９４万６円と同額で、

実質収支はゼロ円です。 
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 議案第６５号から議案第７１号までの概要説明は以上でございます。 

○議長（小谷 博徳君） 提案説明が終わりましたが、長谷部正人代表監査委員から決算審査の所

見を申し述べたいとの申出がありましたので、これを許します。 

 長谷部正人代表監査委員。 

○代表監査委員（長谷部正人君） 議長のお許しをいただきましたので、令和２年度日野町歳入歳

出決算につきまして、地方自治法第２３３条第２項及び第２４１条第５項並びに地方公共団体の

財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定に基づき、提出された書類につきまして審査いた

しましたので、その所見を述べさせていただきます。なお、決算の数値につきましては、先ほど

会計管理者より報告がありましたので、重複するところはできるだけ割愛して述べさせていただ

きますので、御了承ください。 

 まず、審査の対象ですが、令和２年度の日野町の一般会計歳入歳出決算、国民健康保険特別会

計歳入歳出決算、介護保険特別会計歳入歳出決算、後期高齢者医療保険特別会計歳入歳出決算、

簡易水道特別会計歳入歳出決算、公共下水道事業特別会計歳入歳出決算、農業集落排水事業特別

会計歳入歳出決算の７会計と令和２年度日野町財政健全化判断比率であります。審査は、令和３

年７月１９日から８月２５日までのうち、９日間実施いたしました。 

 審査の方法としましては、各会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に

関する調書及び財産に関する調書は、関係法令に準拠して作成され、予算が適正かつ効率的に執

行されているか、決算の計数は正確であるか、財産管理が適正に行われているか、基金が適正に

管理されているか、実施された事業の成果が上がっているかなどの審査を行いました。また、地

方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項に規定に基づき、提出された書類が適正な

数値が計上され、調製されているかの審査も行いました。 

 審査の結果といたしまして、７会計の決算計数は正確であり、予算執行も適正に行われている

ものと認めました。また、財産に関する調書につきましては、土地、建物、山林、有価証券及び

出資による権利など、調書の計数は正確であり、基金は基金条例に基づき、その目的に従って運

用、管理されていると認められました。さらに、地方公共団体の財政の健全化については、いず

れの指標も国の早期健全化基準をクリアしており、財政の安定化が進んでいます。しかしながら、

人口減少や新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、今後は税収及び地方交付税の減少が予

測されますので、起債を財源とした事業実施については、十分な注意が必要であると考えます。 

 次に、監査の総括意見を申し述べます。一般会計の実質収支は１億８，９２０万８７４円であ

り、おおむね良好であります。しかしながら、不用額は前年度決算より減少いたしましたが、１
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億９，３５５万９，５３４円と依然として多額となっており、当初予算を編成する際には十分に

考慮した予算編成とされるとともに、必要に応じて補正するなどの対策を講じられたいと考えま

す。 

 次に、費用対効果の向上を図るため、次の事業について再度点検等確認をされたいと思います。

１点目、日野町社会福祉協議会に出資している補助金や委託料については、費用対効果が十分に

生かされていない事業も見受けられましたので、指導の強化と連携を図り、町民福祉の向上を推

進していただきたいと思います。２点目、町道下黒坂線道路改良事業では事業費が翌年度に繰り

越されていますが、事業の取扱いについては早急に地元や関係機関と協議され、方向性を示して

いただきたいと思います。 

 歳入は、収入済額４１億６，６８８万３４０円、不納欠損額ゼロ円、収入未済額は９，７３９

万７，６１６円であり、収納率は９７．７２％となっています。収入未済額の内訳は、町民税、

固定資産税、改良住宅使用料、災害援護資金貸付金、住宅新築資金等貸付金などが滞納分として

計上されていますが、このうち法人町民税と固定資産税で合わせて１，５９０万５００円がコロ

ナ特例の徴収猶予額であります。災害援護資金貸付金、住宅新築資金等貸付金の収入未済額は合

わせて６，５２５万８，７８３円となっており、戸別徴収等により減少はしているものの多額で

あり、早期回収に努められたいと思います。また、町民税につきまして、個人町民税においては

前年度より滞納者が減少し、徴収率も上がっています。また、固定資産税においても、コロナ特

例の徴収猶予額を除くと、滞納者数、滞納額とも減少しており、徴収の努力がうかがえます。今

後も庁舎内の連携を十分図りながら、計画的、積極的な徴収事務により、収納率の向上と新規滞

納者の抑制に努めていただきたいと思います。地方交付税は歳入全体の４６．７％を占めており、

今後、交付額が減少することも見込まれることから、事業を進める上では財源の確保に十分注意

を払っていただきたいと考えます。 

 一方、歳出は支出済額３９億５，２３１万８，４６６円、不用額は１億９，３５５万９，５３

４円で、繰越額を除いた執行率は９５．３３％となっています。先ほども述べましたが、不用額

が多いので留意していただきたいと思います。 

 基金につきましては、財政調整基金、減債基金、公共施設等長寿命化基金など前年度より３億

３，４５５万１，０００円を積み増しされ、総額で２６億２，３１６万５，０００円となってお

り、おおむね良好であります。 

 次に、特別会計ですが、国民健康保険特別会計の決算での実質収支は６８５万６９２円で、お

おむね良好であります。歳入の収入済額は３億３，１９２万８，６３４円で、収入未済額は２，
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１４８万３，１８３円、徴収率は９３．９２％となっています。国民健康保険税につきましては、

現年度未納額は大幅に減少しましたが、滞納分未納額は僅かですが増加していますので、回収に

向けた努力をお願いしたいと思います。歳出は、支出済額３億２，５０７万７，９４２円、不用

額９，２３５万４，０５８円で、執行率は７７．８８％となっております。本年度は保険給付費

が減少しましたが、今後も保険給付費の伸びを抑制するため基金等を活用し、糖尿病、高血圧症

をはじめとする生活習慣病を中心とした疾病予防を重視し、住民の健康管理に対する意識の高揚

と健診受診の普及、啓発に努めていただきたいと考えます。 

 次に、介護保険特別会計の実質収支は３，２９２万４１１円となっております。歳入は、収入

済額６億６，０１９万５，１４５円で、収納率は１００％となっております。歳出は、支出済額

６億２，７２７万４，７３４円、不用額８，６９２万５，２６６円で、執行率は８７．８３％と

なっています。今後もいきいき百歳体操など介護予防施策を推進し、給付費の抑制を図っていた

だきたいと思います。 

 後期高齢者医療保険特別会計の実質収支は２１万９００円で、おおむね良好であります。歳入

の収入済額は５，３６５万８４４円で、収納率は１００％です。歳出の支出済額は５，３４３万

９，９４４円、不用額は３１３万７，０５６円で、執行率は９４．４６％となっています。後期

高齢者医療保険事業は、今後も保険料の完納に努めるとともに、被保険者の健康増進と医療費節

減に取り組んでいただきたいと考えます。 

 次に、簡易水道特別会計ですが、必要額を一般会計から繰り入れしているため、実質収支はゼ

ロ円です。歳入の収入済額は７，７００万４，８３１円、収納率は９９．４９％で、収入未済額

は３９万１，８２０円と、昨年より若干ではありますが増加しており、引き続き徴収に努力いた

だきたいと考えます。歳出は、支出済額７，７００万４，８３１円、翌年度繰越額３，９８６万

７，０００円、不用額１８２万１，１６９円、繰越額を除いた執行率は９７．６９％で、事業及

び予算執行は良好であると認めました。今後も町民の生活環境の向上を図るため、適正な管理、

運営に努めていただきたいと思います。 

 次に、公共下水道事業特別会計ですが、必要額を一般会計から繰り入れしているため、実質収

支はゼロ円です。歳入ですが、収入済額は２億３，６３３万７，４６１円、収納率９９．９５％

で、収入未済額は１２万８，１９０円と昨年度より若干ではありますが増加しているので、回収

に向けて努力していただきたいと思います。歳出は、支出済額２億３，６３３万７，４６１円、

翌年度繰越額１，０２３万９，０００円、不用額１，１１０万３，５３９円で、繰越額を除いた

執行率は９５．５１％となっており、事業及び予算執行は良好であると認めました。今後も町民
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の生活環境の向上を図るため、加入促進と適正な管理、運営に努めていただきたいと思います。 

 次に、農業集落排水事業特別会計ですが、必要額を一般会計から繰り入れしているため、実質

収支はゼロ円です。歳入は、収入済額３，８９４万６円、収納率９９．８５％の状況で、収入未

済額は５万９，２８０円と昨年度より若干ではありますが増加していますので、回収に向けて努

力していただきたいと考えます。歳出は、支出済額３，８９４万６円、不用額４１万８，９９４

円、執行率は９８．９４％で、事業及び予算執行は、おおむね良好と認めました。今後も町民の

生活環境の向上を図るため、加入促進と適正な管理、運営に努めていただきたいと思います。 

 以上、令和２年度の７会計と財政健全化判断比率につきまして、決算審査の所見といたします。 

○議長（小谷 博徳君） お諮りいたします。議案第６５号から議案第７１号までの決算認定につ

いては、委員８名で構成する決算審査特別委員会を設置し、委員会に付託したいと思います。こ

れに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小谷 博徳君） 異議なしと認めます。よって、議案第６５号から議案第７１号までの決

算認定については、委員８名で構成する決算審査特別委員会を設置し、付託することに決定いた

しました。 

 委員の指名についてお諮りいたします。委員は、議長において、次の議員を指名いたしたいと

思います。１番、中山法貴議員、２番、梅林敏彦議員、４番、金川守仁議員、５番、松尾信孝議

員、６番、中原信男議員、７番、安達幸博議員、８番、佐々木求議員、９番、竹永明文議員、以

上８名を指名いたします。これに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小谷 博徳君） 異議なしと認めます。よって、ただいま指名をいたしました８名が決算

審査特別委員会委員に決定いたしました。 

 ここで休憩をいたします。 

 休憩中に決算審査特別委員会を開催し、委員長、副委員長を決定し、議長に報告をお願いしま

す。決定次第、再開いたします。委員の方は議員控室に参集ください。執行部は、このままお待

ちください。休憩。 

午前１１時４６分休憩 

─────────────────────────────── 

午前１１時５９分再開 

○議長（小谷 博徳君） 再開いたします。 
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 休憩中に委員長、副委員長が決まりましたので、報告いたします。 

 委員長に６番、中原信男議員、副委員長に５番、松尾信孝議員が互選され、就任されました。 

─────────────・───・───────────── 

○議長（小谷 博徳君） お諮りいたします。本日の会議は、これで延会といたしたいと思います。

これに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小谷 博徳君） 異議なしと認めます。よって、本日はこれで延会することに決定いたし

ました。 

 本日はこれで延会いたします。会議の再開は、９月８日午前１０時といたします。御協力あり

がとうございました。 

午後０時００分延会 

─────────────────────────────── 

 


